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議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
十
一
月
十
七
日
受
領

答

弁

第
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九
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内
閣
総
理
大
臣
臨
時
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理

国

務

大

臣

福

田

康

夫



衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
権
限
の
及
ぶ
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
十
七
条
等
に
定
め
る
公
益
法
人
の
業
務
等
に
関
す
る
主
務
官
庁
の
監
督

等
の
権
限
は
、
当
該
公
益
法
人
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
公
益
法
人
以
外
の
団
体
に
及
ぶ
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
こ
と
は
、
当
該
団
体
が
、
当
該
公
益
法
人
が
設
立
に
関
与
し
た
法
人
又
は
権
利
能
力
な
き
社
団
若
し
く
は
財
団
で

あ
っ
て
も
、
異
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
当
該
公
益
法
人
が
別
の
団
体
の
設
立
に
関
与
す
る
こ
と
や
、
そ
の
団
体
と
取
引
を
行
う
こ
と
な
ど
は
、
当
該
公
益

法
人
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
主
務
官
庁
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
、
当
該
公
益
法
人
に
対
し
て
、
監
督
等

の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
に
つ
い
て

「
当
該
団
体
が
、
法
人
格
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
権
利
能
力
な
き
社
団
あ
る
い
は
権
利
能
力
な
き
財
団
と
し
て
の
実
体
も
そ

な
え
て
い
な
い
た
め
、
未
だ
公
益
法
人
と
の
間
に
独
立
性
を
確
立
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
場
合
」
が
い
か
な
る
場
合
を
指

一



す
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
該
団
体
の
活
動
が
当
該
公
益
法
人
自
身
の
業
務
の
一
部
と
認
め
ら
れ
る
よ
う

な
場
合
に
は
、
主
務
官
庁
は
、
当
該
活
動
に
関
し
、
当
該
公
益
法
人
に
対
し
て
、
監
督
等
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。

二


